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協議会の設置と今後の取組方針について

新潟県では２級水系６圏域で大規模氾濫減災協議会を設置している
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取組方針の改定

策定から５年が経過する協議会は取組方針の見直しをお願いします。
【留意事項】
① 取組事項について、対象期間中に完了しなかった項目については、その原因を確認した上で、

今後の取組方針における対応を検討
② 現取組方針と同様、「概ね５年以内」に実施する取組についてとりまとめ共有

協議会はH30に法定化
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県の重点取組（水害対応タイムライン作成の促進）

○タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関の防災行動とその実

施主体を時系列でまとめ、見える化したものです。

○現在、38／39河川、26／26市町村でタイムラインが策定されています。

○今後も、市町村と協力して、策定を進めていきます。

身近なリスク情報の認識と地域の避難体制構築への支援



県の重点取組（要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進）

市町村の取組状況（令和8年3月末時点）

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施

H30年度から避難確保計画の作成方法等を
身につけていただくための講習会（講習会
プロジェクト）を実施

県の取組状況

浸水想定区域が指定されており、地域防災計画に要配慮者利用施設の定めがある
全施設（学校、社会福祉施設、医療施設）⇒ 避難計画の作成及び避難訓練を実施

【実施状況】
直近３か年の実績（洪水のみ）

■Ｒ５年度 ：村上市、新潟市、佐渡市

■Ｒ６年度 ：燕市、胎内市、佐渡市

■Ｒ７年度 ：新潟市
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３,１６２ 施設対象施設 （R8.3.31時点）

３,０２２／３,１６２ ＝ ９５．６％避難計画策定率 （R8.3.31時点）

１，８０５／３,０２２ ＝ ５９．７％避難訓練実施率 （R8.3.31時点※）

策定率100％を目指し、取組を推進する。

※最新データ



県の重点取組（マイ･タイムライン作成の促進）
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～ マイ・タイムライン教室 ～

マイ・タイムラインを作成した記念撮影（津南中学校）

近年の想定を上回る洪水・土砂災害から、主体的な避難行動により人命を守るため、
小学生高学年・中学生・高校生を対象とした水防災教育を支援。
生徒一人ひとりが災害リスクを「我がこと」として捉えられるように総合学習等の

時間を使って、自分の避難行動計画である『マイ・タイムライン』の作成を促進。

マイ・タイムライン教室とは・・
マイ・タイムライン教室は

座学やグループワークを通じて
災害に関する基本的な知識や安全を
確保するための避難行動などを
学びながらマイ・タイムラインを
つくり上げるもの。
本教室では、全3回の授業で生徒

一人ひとりのマイ・タイムラインを
完成させる。



県の重点取組（マイ･タイムライン作成の促進）
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●令和３年度実績
・取組を全県展開し、11校で支援を実施
⇒小学生（高学年）向けに教材を更新

マイ・タイムライン教室の支援実績

●令和４年度
・支援対象を小学生（高学年）・中学生・高校生に拡大
・９校で支援を実施

●令和５年度～
・本取組について継続して支援を実施
・36校で支援を実施（R5:11校 R6:16校 R7:9校）



県の重点取組（洪水浸水想定区域図の作成）
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最近の動向

水防法で義務付けられた洪水予報河川及び水位周知河川（39河川）は全河川で
作成・公表済み。
「その他河川」についても作成・公表を推進。

想定最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域図

流域治水関連法が成立（令和３年５月１０日公布）
水防法の一部改正により、洪水浸水想定区域の指定対象が
「周辺に住宅等の防護対象がある河川」まで拡大（988河川）

令和３年度～令和７年度

簡易手法による洪水浸水想定区域の指定

⇒ 公表済河川（R８.３末現在）：988河川/988河川


